
投票用紙交付機仕様書 

 

１．品 名   投票用紙交付機 

２．数 量   31台 

３．納 期   令和 7年 6月 27日（金） 

４．納品場所  八尾市一般廃棄物最終処分場内選管倉庫（八尾市上尾町 9－36） 

５．仕 様 

外 形 寸 法 幅 250 × 奥行 316 × 高さ 181 mm程度 

重 量 5.5Kg程度 

収 納 枚 数  1,000票 

用 紙 サ イ ズ 80～91mm×128～152mm 紙質：BPコート 

消 費 電 力 12.4W程度 

指 定 商 品 ㈱ムサシ テラック BA-10 

  

 

６．その他 

・納品にかかる費用は全て含むものとする。 

・納品日時は、事前に八尾市選挙管理委員会と調整すること。 

・納品された製品については取扱い説明を行うこと。また、日本語による取扱い説明書 

を付属させること。 

・納入する物品については、保証期間を検査日から 1 年間とし、それぞれの目的に応じた

正しい使用にもかかわらず、保証期間中に破損または故障した場合は、無償で修理または

取替えを行い、正常な状態に戻すこと。 

 

  



 

投票用紙計数機①仕様書 

 

１. 品 名   投票用紙計数機① 

２. 数 量   18台 

３. 納 期   令和 7年 6月 27日（金） 

４. 納品場所  八尾市一般廃棄物最終処分場内選管倉庫（八尾市上尾町 9－36）  

５. 仕 様   

計 数 速 度  2,000枚／分 以上 

ホッパー 容量  500枚 以上 

スタッカー容量  スタック部：200枚 リジェクト部：200枚 以上 

計 数 表 示  LED 3桁以上 

電      源  AC100V 50/60Hz 

消 費 電 力  75w以下（計数中） 

外 形 寸 法  巾 340mm奥行 272mm 高さ 365mm 程度 

重      量  11kg 程度 

そ  の  他 

 ・異常票を自動的に排除（リジェクト）して計数を継続する機能を有

すること 

 ・スタッカーを２つ装備し指定枚数計数後、自動でもう一方のスタッカ

ーへ振り分け指定枚数を計数する機能を有すること 

指 定 商 品 ㈱ムサシ テラック EL2KD 

 

６. その他 

・納品にかかる費用は全て含むものとする。 

・納品日時は、事前に八尾市選挙管理委員会と調整すること。 

・納品された製品については取扱い説明を行うこと。また、日本語による取扱い説明書 

を付属させること。 

・納入する物品については、保証期間を検査日から 1 年間とし、それぞれの目的に応じた

正しい使用にもかかわらず、保証期間中に破損または故障した場合は、無償で修理または

取替えを行い、正常な状態に戻すこと。 

  



投票用紙計数機②仕様書 

 

１. 品 名   投票用紙計数機② 

２. 数 量   1台 

３. 納 期   令和 7年 6月 27日（金） 

４. 納品場所   八尾市一般廃棄物最終処分場内選管倉庫（八尾市上尾町 9－36）  

５. 仕 様   

計 数 速 度  1,000枚／分 以上 

ホッパー 容量  300枚 以上 

スタッカー容量  200枚 以上 

計 数 表 示  LED 4 桁 

プ リ セ ッ ト  100枚 （1～999枚のフリー設定が可能であること） 

電      源  AC100V 50/60Hz 

消 費 電 力  60w以下（計数中） 

外 形 寸 法  巾 278mm奥行 227mm 程度 

重      量  ～6kg 程度 

参 考 商 品 

㈱ムサシ テラック 20BPN 

グローリー㈱ GFB-80T 

※参考型式以外の商品については同等品申請の手続きを行うこと。 

 

６. その他 

・納品にかかる費用は全て含むものとする。 

・納品日時は、事前に八尾市選挙管理委員会と調整すること。 

・納品された製品については取扱い説明を行うこと。また、日本語による取扱い説明書 

を付属させること。 

・納入する物品については、保証期間を検査日から 1 年間とし、それぞれの目的に応じた

正しい使用にもかかわらず、保証期間中に破損または故障した場合は、無償で修理または

取替えを行い、正常な状態に戻すこと。 

 

 

 

 

 



暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

 

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。 

 

（１）受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者による不

当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第９条第２項に基づき、速やかに本市

に報告するとともに、警察への届出をすること。 

（２）前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うものとする。 

（３）受注者及び下請負人等が第１項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な報告、

届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延期等の

措置を講じることができる。 

 

 

 


